
伊 方 訴 訟 ニユー ス

伊方原発訴訟を支援する会(連謀告二淫曇轟書内響Ⅳ離1慰畷鶴,Ъり轟叢喫鬼:)

は じめ て 傍 聴 に 参 加 し

国 や 電 力 の「 安 全 」の 正 体 を 知 る

7月 22,23日 におこなわれた第 15回

公判斗争には,原水爆禁止全面軍縮大阪府協

議会 (大阪軍縮協 )か ら,和田 (大阪市職 ),

椋本 (全電通 ),和田 (軍縮協事務局 )お よ

び安永 (部落解放同盟大阪府連 )の 4名が参

加 した。

第 1日 目の公判では,原告側証人として,

柴田俊忍氏 (京大工学部助教授 )と 海老沢徹

氏 (京大原子炉実験所助手 )と が出廷 し,国

側の反対尋間に答え亀

一次冷却材喪失事故が起こった場合の,蒸

気発生器細管からの,水蒸気の逆流について

の予測値に対 して,国側は,「原子炉細部の

数値をどこから引用して計算したのか」と,

自らのデーター隠しを棚上げにした恥 しらず

の質問をおこなった。これに対して海老沢証

人は,「一般的に公表されている数値を使っ

た」と答え,「国こそ設計データーを公表せ

よ」と強くせまった。

国側は,味気発生器細管の内径, 1.97セ

ンチ,炉心流路断面積,25,000平 方セン

チ,炉心にかかる静水圧,478セ ンチ」な

どの数値を,メ モから読みあげた。 しかし,

これらの数値は安全審査用の資料にも公表さ

れていなかったものなので,弁護団はすかさ

ず,それらの数値を記載 してある資料名と ,

その公表を迫った。国側代理人の検事は,

「そんなことを言うのならこの質問をやめる」

と,興奮 しつつわけのわからないことを回走

る始末も とうとう資料名にはふれずじまい。

これらの原発の設計データーすら公表せずに

「安全」,「安全」と主張 しつづける電力会

社や国のやりかたに,法廷では非難の声が高

まった。

また,国側の代理人は,原子炉の圧力容器

など原発の設計は,ア メリカの機械技術学会

(ASME)な どの規格にもとずいているか

ら安全だ,と の主張を裏ずけようとして,反

対尋間を続けた。 しか し柴田証人は,ASM
Eな どの基準は原発の設計指針になっても,

安全の指針にはなり得ないことを説明した。

(以下 23頁に続 く )

第 16回 公 判

二日間連続  松山地裁大法廷

9月 16日午前 10時よリ

原告側 川野慎治証人 反対尋問

原告側 槌田 召力証人  主尋問

9月 17日午前 10時よリ

被告側 黒川良康証人 反対尋問

原告側 佐藤 進証人 反対尋問

傍聴を希望される方は早い目に事務局に
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証 言 記 録 10

内田秀雄証人 (被告側 )の反対尋問 (その4)(1

(文 中の数字 は 調書 の頁 数 を示 す )

日)

精神という盛神 を特に強調された目的は何か

あるのですか。

内田 前回から特に強調してるつもりはあ

りませんが,放射線の影響の問題とは,一日

に言えば 500ミ リレム/年というのが一般

人に対する許容基準―一 日本では許容基準と

いっておりますけれど一―でありますが,但

し放射線に限りましては,それを合理的に達

成される限り出来るだけ小さくしようという

考え方あるいは精神といって良いと思います

が,そ れがいわゆる通称 ALAPの 精神。

「蔦野 そうしますと,そ ういうことは当然

だと思うんですが,それを精神だと強調しな

ければならないような背景が審査の過程であ

三
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鳴 野 原告代理人の熊野です。証人も時間   熊野 証人はいつから使い始められたので

が少ないようですが,私の方もお聞きしたい  すか ?

ことは沢山あって,それに比べて時間が足り   内田 私が公けにもし使ったとすれば,私

ないんですが,間に対 して答えを適確にお答  の書いたペーパ等にある時点が最初だと思い

えいただきたいと思うんです。前回迄に証言  ま1.                     ´、

されたことの繰 り返 しにならない様に。私の  、鴨野 何年頃ですか?            ヽノ

方も前回と重複する様な間はやらない様に注   内田 そのベーパに最初に書いたのは,は

意 してますから。間をきっかけにそちらで述  っきり覚えておりませんけれども。

ぺたいことを勝手に述べるということではな   熊野 被告の準備書面ではALAPの 精神

くて,おたずね したことだけに限定してお答  というのは出てこないて,考え方という言い

え下さる様にお願いしておきます。私の方も  方になっていると思うのですが,それをあえ

出来るだけ時間内に終える様にしたいと思い  て「精神」という言い方で言われたのはどう

ます。前 々回の証人の証言の中でALAPの   してですか ?

精神という言葉を使っておられますが,この   内田 ALAPの 精神とALAPの 考え方

ALAPと いう短縮語ですね,ど なたが作ら  と特に くい違いはないと思いますけれど,

れたのですか?                熊野 証人が前回からの証言でALAPの

内田 それは ICRPで 作られたのです。

熊野 そのALAPの 精神という風に言い

出されたのは誰が言い出されたのですか ?

鴨田 ICRPが それを出している時から

ICRPの 精神というのは存在していると思

います。

熊野 いや,そ ういう言葉を使ったのは ,

誰が使 ったのですか ?

内田 しりません。

熊野 御存知ない。

内田 はい。

熊野 それでは,国内で最初に使ったのは

どなたですか ?

内田 しりません。

し
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ったので しょうか ?

内田 どうも御質問の意味がよくわかりま

せん。

熊野 ALAPの 精神で一応 500ミ リレ

ムにな っているのだけれども,も っと下げろ

とい う空気を企業に対 してしなければならな

い様な背景があったので しょうかとい うこと

をお聞きしているのです。

内田 それは審査会の審査の過程におきま

しては唱 日頃から放射線の専門の方が言われ

ていることであ って,こ こ最近に言われてい

ることではありません。

熊野 そう言うことは言 うまで もな く,年

間 500ミ リレムとか低いのを基準に設計 さ

れ る様であれば,ALAPの 精神とかい うこ

とをことさら言う必要がないと思 うのですね。

それをことさら強調 しなければならない様な

背景があったのかどうか ?

内田 ALAPの 精神な り考え方とい うの

は先程申 し上げました様に ICRPの 勧告以

来あるのですから,そ れを残量的に決めると

い う形にとりましたのが,御存知の様に原子

力委員会が多分昨年だろうと思 うのですが ,

議論 したわけです。それから具体的な適応に

なっているわけです。

熊野 ALAPの 精神とい うのは,文字通

り「 実用可能な限 り低 く」とい うことですね。

「
だ田 ええ,「合理的に達成 される限 り低

く」とい うことです。

熊野 そうしますと,必 ず しもですね,そ

の, しか も精神という言葉の意味から言 って

も,数量的にとらえるべきものではないので

はないか。

内田 ええ,本来そうだと思います。

熊野 そうですね。

内田 はい。

熊野 ですから,そ の Practicableで ぁ

るかないかということが,ALAPの 精神に

適合 しているかいないかの基準になるわけで

すね。

内田 それは,ですから原子力委員会が決

めたわけですね。 日本では。

熊野 具体的な審査の場合もですね,証人

は ALAPの 精神に基づいて審査されたわけ

なんでしようね。

内田 原子力委員会が発表 しました,通称

ALAPの 精神による軽水型動力炉に対して

の5ミ リレム/年というものが嗅しってから,

具体的には適応 しているわけですね。

熊野 ですから先程からお聞きしている様

に ,証人は炉の安全性について審査 されたわ

けて しよう。

内田 はい。

熊野 その段階で証人の言われた ALAP

の精神に基づいて審査 されたんですかとお聞

き しているんです。

内田 ですから原子炉 安全審査会の審査の

段階では設計の基本方法がALAPの 精神な

り,具体的に言えば 5ミ リレム/年を確保出

来る設計になっているかどうかを馨基してい
ます。

熊野 証人が先程言われた様に5ミ リレム

ですね,それを下げられるのであればもっと

下げるのがALAPの 精神であるということ

になるんでしょう。

内田 いや,ALAPの 精神というのは ,

我 々では 500ミ リレム/年という許容基準

に対して「実用可能な限り」どこまで下げら

れるか,「なるべく下げなさい」という精神

であって,こ うしなければならないというこ

し
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とではないわけですね。           限界 というのは,実用がそれてできるのかど

熊野 なるべ くではな くて Practicable  うかとい う事でス トップされる訳ですね。 こ

(実用可能 )で あるかないかとい うのが分か  れ以上 は下げられないと。

決めたわけです。               熊野 そうすると技術的にはもっと下まで

熊野 そうすると5ミ リレムより下げるこ  下げられるかどうかいう点についてはされた

とは実用不可能なんですか。_        訳ですか。

れ日になるわけてしよう。

「
萬田 実用可能であるかないかの判断とい

うもので5ミ リレム/年が具体的に決まった

わけですね。それは原子力委員会が裁定 して

内田 合理的には適切じやあないだろうと

思います。・ :´

熊野 そういうことはお聞きしているので

はなくて, 5ミ リレムより下げることができ

るのか,で きないのか,それはどうなんです

か。       
‐

内田 絶対できないという問題ではないと

思うんですね,嘩実上現在の日本の軽小型原

子力発電所は5ミ リレムより事実上低いわけ

です。             ‐

熊野 そういうことをお聞きしているのじ

ゃあなくて,そ れよりも下げるかどうかとい

うことです。       :

内田 ですから,事実上 5ミ リレムよりも

低いんですから5ミ リレムに下げることはで

きるわけです。

熊野 できるわけですねbい くらまで下げ

られるんですか。  .

内田 それはわかりませんですね6 .

熊野 そうしますとね,ALAPの 精神か

らいけば下げられれば下げられる程いい訳で

しよぅどんどん。

内田 そう言う事ですね,そ れだけから言

えば。

T野 そうすると下げるのをストップする

内田 まあ技術的にはそう言う事です。技

術的にはそれ以上下げられない。まあ合理的

には下げられない。そういう事だと思います

ね。

内田 ですから, 5ミ リレムより下げる事

ができるとい う事に対 しての妥当性を調べた

り,冒計の方針が妥当であるかどうかを審査

している訳です。

熊野 そうすると何か ALAPの 精神とい

ういい方ていいながら,結局はその 5ミ リレ

ムを一つの基準に して,そ れより下がればい

いと,そ うい う考え方ですね。

内田 ですから軽水型動力炉に対 しまして

は経験が十分ありますから,500ミ リレム

の許容基準よりも5ミ リレムまで下げる事が

妥当であるとい う事が決ま っている訳ですか

ら,そ れについて審査 している:

「
嘉野 そうしますとね,結局その 5ミ リレ

ムというのは最初のたて前としてててきた放

射線被曝がどんな低いものでも影警があるか

ら不必要な被曝は避けなさいという前提に立

っている訳ですね。そういう前提に立ちなが

ら結局 5ミ リレムでいいですよというものは

作る側に対 してそこまではやらてもいいとい

う基準を出した事になるのではないですか。

内田 ですから原子力委員会がそれて採定

したらいいですね,専門部会でもって十分専

門家の意見を聞いて,それて軽水型の動力炉

につきましては。

（）

し
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熊野 ですから原子力委員会のことをお聞

きしているのではなくて証人の審査の時の考

え方をお聞きしているのです。 |

内田 原子力安全専Fl審査会の立場とすれ

ば原子力委員会が支持をした,通称アラ,プ

の精神による軽水型動力炉に対する設計と管

理の基準管理の目標値としての 5ミ リレム/

年というものを決めたわけですから,それに

そってそれが達成できるかどうかという
・
事を

審査しているわけです。1

「鷲野 そのね,一般に騒音規制だとか排ガ

ス規制だとかで,な まじっかそういう基準が

決められますとね,企業とかメーカー側では

そこまでは出していいんだというふうにとっ

て,と る傾向があるという事は御存知ですね。

内田 まあ,一般問題になると,あるかも

しれませんね。よく知りませんね―。

熊野 よく御存知ないですかg

内田 それについて特に討論 したことは,

ありません。

熊野 新聞でも,い くらでもてているじゃ

ないです力、 御存知ないです力、

「だ田 いまここでは放射線の問題をとり扱

ぅているのです,ですからそう関係ないと思

います。

熊野 うん,ですけど,そ ういうアラップ

の精神であればね
"ど

こまでも下げなさいと

いうことでしよ。    1    ‐

内田 どこまでも下げなさいと6

熊野 いやですから,プ ラクティカプルで

ある限り。

1内田 合理的に達成できる限り下げた方が

よいということの精神である。

熊野 ところがそういう5ミ リレムという

ような数字を出すとねしかえうてそれが上限

になつて しまうということになるじゃないて

す力、                     ・   1

1占

L田

 いや,それは分 りませんですね。

熊野 はい結構です。立地審査指針につい

ておうかがい します。

内田 はい。

熊野 証人の報告書ですね,それから証言

によりますと設計指針と立地審査指針とその

二つに基づいて判断されたということでした

ね。                    |

内田 はい。

熊野・ この審査指針ですけどね,ど うして

指針という言葉が使ってあるのですか。

内田 審査指針といわれるのは,設計審査

指針の事を言われているのですか。立地審査

指針のことを言われているのですか。

熊野 西方とも指針という言葉を使ってあ

って,審査基準とはなっていないてしょ。

内田 はい。

熊野 これはどうしてですか。

内田 それはどうして指針という言葉を使

っているかこれは原子力委員会が決めている

事ですから嘘 iこは分りませんが,要するに法

的なまた基準というような意味をもっていな

いという意味で私達は理解 しています。

熊野 そうすると審査するについての法的

な基準というものはないとし、う事ですか ,‐ な

い という御理解ですか。

=内田 ですiか ら審査会はありますけども,

法的な基準としては縛られてませんが,それ

と同様に尊重しなければならないという事は

私は知ってお ります。ですから事実上は基準

だと思います。      1

熊野 事実上は基準。

内田 ハイ。           .

し
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熊野 そうするとなぜ基準という言葉を使

わなかったのですか。

「κ田 それは私は知りませんですね。
熊野 証人の前回の証言によりますとね,

アメリカとか西独では,基準という言葉を使

っているようですね。

内田 いやアメリカとか西独で基準という

言葉を使 っているという。それは,日 本で訳

す時に基準と使 っているというふうに書いて

あるから基準であってですね,ア メリカでも

クライテーリアといったりあるいはガイ ドと

いったり,ガイダンスといったり,ス タンダ

ー ドといったり,いろんな段階があるわけで

すね。

熊野 ですから証人の証言に基いてお聞き

しているんですよ。

「

^田

 ですから具体的に言 っていただける

とお話 してきると思いますけど,外国で もい

ろんな段階があ りますから。

熊野 いやですから証人の前回の多分,こ

れ証言調書を見ればす ぐ分 りますけどね,証

言では,ア メリカとか西独では基準とい う言

葉を使っているのですよ。 日本に関 しては指

針とい う言葉を使 っているのですか ,ど うし

てですか。

内田 ですから何に対 して,そ の事を質問

されているか良 く分らない 。・ 。…

熊野 だからそうい う法的な基準 とい うの

は非常にあいまいて,あ えて基準という言葉

をさけた意味が分ればお聞きしているのです

|す ど。

「
高Ъ  ですから日本の立地審査指針とか設

計審査指針が基準 とか法にな っていないとい

う事の判断 とい うのは私には分 りません。

熊野 分らない。

内田 ハイ。

熊野 それて審査を しておられたという事

ですね。先程,証人の言われたね,そのクラ

イテー リアというのはむ しろ基準と訳すのが

普通 じゃないですか。

内田 クライテー リアとい うものに もいろ

いろあ りますけれどもですね,ク ライテーリ

アというのは,た とえばあの。

熊野 間だけに答えて下 さい。

内田 ですから今お話 しします,た とえば

アメ リカの場合,デザインクライテーリアと

い うのがあ ります,こ れは日本でい うと基準

ではな くてやは り指針的な内容をもっていま

す。

「薦野 ハイ結構です。 でその立地審査指針

の中にあるですね,めやすとい うのがありま

すね。

内田 ハイ。

熊野 これ も証人の言われる指針の一部に

なるわけですれ

内田 ハイ,そ うですね。

熊野 そうすると事実上は,基準として機

能 してるとい う事になる訳ですね。

内田 ですから,あの―,そのめやすとい

う事ですね,めやすというのは ,お そらく立

地審査指針ていいます ,た とえば重大事故と

か仮想事故の時のめやす線量 とい うことだと

思いますが,こ れはあの一,そ ういう事故を

想定 して実際に うける放射線の ドーズレイ ト

とかそういう問題 じゃな くて,立地条件を評

価するときの一つの数値なのです。 ですから

本来ならば,それは距離的因子をもっている

ものであ ってですね ,めやす線量とい うのは

決 して立地の想定事故の時に受けるべき,受

けてよいとかあるいは,あ ったとすれば受け

し

V
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るだろうというような線量 じゃないわけです。

そういう考えが,めやすという事になる。で

すからそれは各国とも,た とえば,嘔地審査

指針とか立地基準のようなものとして,よ そ

の国が採用しているときにはやはりめやす線

量のような意味で使 っております。ですから,

いわゆる基準とか,そ ういうような線量じゃ

ございません。

熊野 そうすると,立地審査指針,立地を

審査するときにはですね,そ ういう距離的な

基準というのは,ないんですね。

内田 ですから距離的な基準を ドーズレイ

トという仮想 したもので換算計算しているわ

けです,評価 しているわけです。

「畠b ですからめやす線量が距離の代りに

使われているわけでしよう。

内田 代替 してるといってもいいわけです

ね。

熊野 そう
°
ですね。

内田 ですから線量そのものじゃない。そ

の想定事故の時,受ける線量とか受けていい

線量とか。

熊野 そんなとこまでお聞きしてない。

内田 いや,そ こが大事なのです.

熊野 お尋ねした事だけ答えてくれればい

いのであってね,ですからね,めやす線量は

25レ ムまでいいってことなんでしよう。

内田 そうしゃない, 25レ ムというのは

「ぎやす線量であって,そ こまでよいといって

いるのではないのです。そこが大事なのです。

熊野 そうすると,そ の立地審査指針の中

ではね,他に数値と決めたものがありますか。

内田 ですから立地審査指針の中の数値と

いうのがめやす線量が数値です。

熊野 めやす線量だけが唯一の数値ですね。

内田 そうです。

熊野 それて証人の作成された最終報告書

も,その 25レ ムに比べて十分低いと,だか

らレヾスだとぃぅ考えですね。

内田 そういうことですね。

熊野 そうすると25レ ムという数値はど

こから出して来たんですか。

内田 それが原子力委員会の立地審査指針

の決めた時に決まったわけですが,それの基

になります,あれは基準専門部会でそう決め

たのです。

熊野 それはねったとえば 1レ ムだとか 5

レムだとか, 10レ ムだとか,ど うしてそう

いう数値にならなかったのですか。

内田 どうしてそうならないかと私に日か

れても咀 iこは分りません。

熊野 知らない。

(傍聴席
″
どうして知らないか″の発言 )

熊野 事故の時にね,証人の計算によれば

仮想事故の場合はね 5。 7レ ム境界線で浴びる

という計算ですね。この 5。 7レ ムというのは

ね,5ミ リレムの何倍ということになるんで

すか。

内田 数字だけから言えば約 1000倍 で

すね。

熊野 約 1000倍ですね,25レ ムとい

うのは 5ミ リレムの何倍ですか。

内田 25レ ムというのは 5ミ リレムの何

倍かということですか。

熊野 ハイ。

内田 5000倍 です。

熊野 5000倍 ですね,そ うするとアラッ

プの精神では 5ミ リレムで押えましようとい

うことを一方でいいながら一方の審査の方の

ね,めやすには,その50o喘 もの数値をも
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ってきているというのはぼちしてですか。
内田 いや,ですからね,めやす線量とい

う25レ ムという意味と,5ミ リレムとかあ

るいは許容被曝,平常時の許容被曝線量の

500ミ リレムとは全 く考え方が違うわけで

すよ。それは時間がいただければ,い くらで

も御説明いたします。

熊野 考え方がちがってもですね,証人の

今ここで問題になっているのはね作成された

報告書,それに基ずく設置の許可がいいかど

うかということが判断されているわけです。

内田 ですから。

熊野 ちよっと待って下さい,ですから証

人は最終的には,そ の 25レ ムを基準に して

ですね,5。 7レ ムだからよろしいと見:ち 事を
言っている訳てしよう。

内田 25レ ムに対 して 5。 7レ ムの妥当性

の判断という事と, 25レ ムを5ミ リレムと

比較 してあなたの御質問になったことは全然

問題がちがう訳です。 5ミ リレム/年といい

ますのは,平常運転時に軽水動力炉が運転す

る時の影響として,そ こまでは達成可能であ

ろうという事の判断であって,25レ ムとい

うのは想定事故の時に空地の評価の時に使 う

目安線量である。嘔Ъレムと5ミ リレムとの

比較とい うことは,全 くナンセンスです。

熊野 ですからそうい う風に使い分けられ

るわけですけどね,そ うすると立地の審査の

指針の時に もですね,ど うして,5000倍 と

かねい うような大きな数字 じゃな くて,も っ

と小 さな数字を立地の審 査の指針の時に も使

うべきではないです力、

の妥当性を審査指針の時に審査の段階におい

て検討するんであって 5ミ リレムというのは

その時の審査の段階というのは平常重卜時の

時にそれが達成できるかどうかという設計基

本を検討するんであって全 く違うんです。問

題は ,

熊野 違うからですけど放射線の浴びるで

すね,放射線の浴びる周辺の住民側から言え

ば平常の運転時に浴びようが,仮想事故の時

に浴びようが同じことなんですれ

内田 それは違います。それは違います。

岩淵 (被告代理人 )目 安線量とですね ,

許容線量の違いというのは。

熊野 何ですか,証人の 。・… 0

(場 内 騒 然 )

熊野 弁論だったら後にして下さい。

(場 内激 しい ヤ ジ )

岩淵 ちよっと静かにして下さい。

仲田 尋問しているのはこちら側です。

熊野 異議なんですか,ど うなんですか。

岩淵 異議なんです。

仲田 異議なら異議と言って下さい。

(激 しいやりとり。場内騒然 )

裁判長 静かに,静かに しなさい。

岩淵 必ずしも異議という言葉を使わなく

てもいいじゃ。

仲田 いやいやいや。

(傍聴席,国代理人に激 しく抗議 )

岩淵 目安線量と許容線量の違いはですね。

(傍聴席 強引に発言を続ける国側代理人

に激 しく怒声にて抗議「人の尋間を聞け」 ,

「お前の尋間ではない」,「そこに座って

し

V

内田 いや,で すから,あなたのいま自身   ろ」

言ったような,そ うい う風に違 うとい う事が   岩淵 もう十分あの う,双方のなんといい

お分 りになれば, 25レ ムに対 して 5.7レ ム  ますか。
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傍聴席 いうな 。・・

岩淵 十分裁判所にも,も う,その問題は

終 っていただいて。

傍聴席  (怒声 )

岩淵 裁判所の大体理解されたところで,

傍聴席 三文学者,出やがれ

岩淵 その程度で尋間を終 りたいと思いま

す。

仲田 ね,あなた今,理解 しているのです

か,仮想事故と平常時でなんで違 うかという

事を理解 しているのですか。いえ理解できて

いないですよ裁判所は。

裁判長 静かにして下さぃ。今のその目安

線量の説明をちよっとしてもらわんと,よ く

分らんですね。傍聴席静かにして下さい。

(怒声など,小声になる )

内田 今のじゃ,御質問にお答えいたしま

す。 5ミ リレムというのは,平常運転時の時

のここまでは達成できることを目標にして設

計の基本とか,あるいは,運転の管理をする

ことであって,「こ
7れ

は毎年 5ミ リレムですね。

目安線量の 25レ ムというのは目安という意

味はございますけど,それは想定事故という,

ほとんどありそうもないという事故を想定 し

た時のものでありますので,仮にその事故が

仮にあったといたしました時に,た とえば

5。何レム受けたといたしましても,こ れは 1

つの事故線量に相当するものであって,平常

運転時に於ける毎年受ける 5ミ リレムとは全

く意味の違 ったものであります。これ以上詳

しいお話しは「反射線の専門の方が 4,5人みえ

ますので,そ の時に伺 っていただきたい。

熊野 ですから,放射線を浴びるね,周辺

住民にとっては,平常運転時に浴びようが,

事故時に浴びようが同じことなんですよね。

でその平常運転時は,一年間かか って 5ミ リ

レム浴びるか もしれないけれども,事故の時

には,い っぺんに 5。 7レ ム,5700ミ リレム

をね浴びるわけですからね,ですから,そ う

い うどうして 2つの ,ま あ 2枚舌とい うので

すか基準を使われるのですかとい うことをお

聞 きしているのです。

内田 ですから,立地の評価といいますの

は ,唱iこ 想定事故とい うのは事実上,こ れは

ないわけですね。ほとんどあ りそうもないけ

ど,原子力安全のために ,一つのパ ックアッ

プとしてそうい った大きな事故を想定するわ

けです。ですから,ラ スムッセン・ スタデ ィ

ーでもお分 りと思いますけど,どの程度あ り

得るかという考えがなければですね, 25レ

ム直接だけを数字 として扱って問題にするの

はこれはあまり妥当てはないわけです。

熊野 ですから,それて証人のおっしゃる

には 1万分の 1だ とか, 100万分の 1だ と

かと5tち 事をおっしゃる訳でしよ。だから,

25レ ムで もいいと言いたい訳て しよ。

内田  l万分の 1と はどうい う意味か良 く

知 りません。

熊野 だからその事故のおこる確率が,前

回の証言によると, 1万分の 1だ とか,100

万分の 1だ とか ,非常に少ないから,だから

25レ ムで もいいんだとい うそうい う結論に

なるんで しよ。

内田 ですからね, 25レ ムとい うのはで

すね,仮に 1万分の 1で それの事故が起 った

時に周辺の人が実際 25レ ム浴びるとか,浴

びてよいとかい う数字ではない訳です。 です

から仮に,そ うい った事故がもしあ ったと考

えま して もですね,「嵩辺の人は,そんなには ,

浴びない訳です。
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(怒声 )

裁判長 静かにして下さい。

熊野 計算によればですね,証人のや った

計算,正 しいかどうか知りませんけども証人

のやった計算によっても5。 7レ ムは浴びると

いう訳でしよ.

内田 計算によれば,そ うなる。

熊野 なるですね,でその計算まちがった

ら, もっと多いかも分らんわけですね。

内田 そのこととですね。

熊野 ちよっと間に答えて下さい。だから

計算上もね,机の上の計算でも,そ ういう,

数値がでてくるんだから,そ ういう事を基準

にして設計を考えなさいという,む しろ,そ

ちらの方に孵 kぺ きじゃないですか。

内田 そういうことを基準にして設計を考

えなさいという意味がちよっと分らない。

熊野 だから,あのね,敷地境界 700m

の所で 5。 7レ ムだとおっしゃるのでしよ。

内田 ハイ。

熊野 だから,それてはその 5ミ リレムに

比べれば 1000倍 だし,あ ,1000倍以上だ

し,終 りまで聞いて下さいね。それから,も

う1つのその,エ ー,科学技術庁が出してい

る告示ですね,被曝線量を定める件という,

この O.5レ ムに比べても50倍ですか, 50

倍 じゃないや 0.5の あれだから10倍か 20

倍かというそういう非常に大きな数になるわ

けでしよう。ですからそうなら,それはね ,

25レ ムなんていうような唾摯を使うから,

それよりも十分低いとい う事になるけども,

仮に 0.5レ ムに比べてふれば多すぎるという

事になるん じゃないですか。

内田 ですから,先程来申し上げているよ

うに,25レ ムとい うのは目安線量であると

いってますけども,その場合 ,線量と呼んで

も結構ですけど,それと5ミ リレムとは違う

んですよ。ものが,毎年受けるという事とで

すね,そ れから想定事故の時の線量というも

のとは違うんですよ。それは放射線の御専門

ならよくお分りになるとはt｀ますから,次回
の次の証人の方によく聞いていただきましよ

う。

熊野 ですから,ですから。

内田 そういう事比較すること自身がおか

しいんです。

熊野 受ける側にとってはね,同 じじゃな

いですか。

内田 違 うんです。

熊野 どの辺が違 うんです力、

内田 人体への影響がちがいます。

熊野  25レ ムと 0.5レ ムと違 うんですか。

内田 いや,25レ ムと 0.5レ ムの相異 じ

ゃないんです。受け方が違 うんです。

熊野 1年経 って受けるか一瞬 に受けるか

の違いてしよ。

内田 ですからそれが非常に違 うんですよ

暉ヒに想定事故という考え方がありますから,

型がちがうんです。

熊野 そうするとね ,1年かか って 0.5レ

ム受けるのはいいけれども一瞬に 25レ ム受

けるのは もっと被書が少ないとい う事ですか ,

あるいは 25レ ムとい うのが気に入らなけれ

ばですね ,一瞬に 5。 7レ ム受けるのはいいと

い う事ですか。

内田 いや,そ うい う事を言 っているので

はないんですけどね。

熊野 結局ね, 25レ ムとい う風な非常に

大きな数値をね。審査の基準として,使 うの

はその方が,立地 をね,結局,用地を狭 く時
6

し

１）
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し

きるからという事じゃないです力、

内田 そういう事じゃないと思いますよ。

御質問の意味よく分りません。

熊野 ですけど,結局,審査の指針なんて

いってもね,数値として出てくるのは,その

22レ ムか 25レ ムだけなんですよね。 もう

ちょっと150レ ムだとかあります,で その

25レ ムを基準にして, 5。 7レ ムだからよろ

しいと,い う結論でしよ。

内田 端的にいえば,立地評価はそれが 1

つのポイン トでありますね。

熊野 そうですね,そ うすると立地審査指

針は証人が先程言われましたようなアラップ

の精神に壁らいてね,で きるだけ低く押さえ

るという事で言えば,日 安に,仮に目安とい

う言葉を使うにしてもですよ,25レ ムだと

か,非常に高い基準じゃなくて,せめて 1レ

ムだとかっ言う位にね,下げるべきじゃない

ですか。

内田 ですからったとえば,そ ういう想定

事故が起 った時のですね,どの程度まで放射

線を浴びる事が許容できるとか,あ るいは ,

我慢できるだろうという基準ならば,そ うか

と思いますけども,それは又別の話なんです

ね。

熊野 ですからね,だけどまずね,それ じ

ゃあの一,こ こまで浴びてもいい,事故が起

った場合ね,事故が起った場合には,逆に言

えば,こ こまでなら安全だというのを決めて

ね,嘘hから逆に距離だとか何か決めないと
いけないで しよ,そ うい う数値はないんです

か 。

内田 ですから,そ れ も 1つの考え方だと

思いますね。但 し,そ れは,実際に事故が起

った時の対策と しての話であ りま して,例え

ば今,詳 しく覚えてないが,そ の想定事故。

原子力発電所の想定事故と直接結びつくとは

思いませんけども,事故線量に相当するもの

は確か 12レ ムか何か日本の基準にどっかに

決まっていると思いますけど,それと直接比

#l.ril-db t i LtJ E, t 1v, 1+ r-fi ttfr,
る。

熊野 ですからそれはね,そ の中に働いて

いる職員の場合の事でしよ.

内田 ハイ。

熊野 だから,私ここで問題にしているの

はその周辺の住民のことを言っている訳です。

周辺住民については,そ ういう考え方はない

んですか。

内田 その線量に直接,結びついた基準は

ないと思います。

熊野 そうすると,実質的な,そ こでね,

基準として機能 しているのはやはり25レ ム

という事になるんじゃないですか。

「閃田 いや,あの,それは立地評価の場合

については, 25レ ムというのは 1つの目安

として考えられますけど,実際の事故が起っ

た災害対策の時の線量というものは,そ れと

は直接 ,結びつかないですね。

熊野 そうしますとね。

内田 そりゃ決ってないと思います。

熊野 そうしますと,証人が使い計算され

た 5.7レ ムをね,も っと敷地境界て下げよう

とすれば敷地は広 くとらないと,いけないん

ですか,敷地の問題で言え1亀

内田 ですから同じ計算手法と同じ過程の

事故のシークエンスをあの解析の結果をもし

そのままひき伸ばすとすれば,それはプちい
う事になります。

熊野 でまあ気象条件とか,な んかとい う

||
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事はね,それから,工学的な安全性という面

も現在ではそう変らないとすれば,あと残る

要素というのは敷地の要素ということになる

ですね,他に何か要素残 ります力、

内田 ですから,事故の工学的な事故ので

すねっ経過を解析する手法,その中に非常に ,

あの安全側といいますか,余裕をもった解析

をしてありますから,それはこの間もお話し

た通り。

熊野 ですからね,前回,証言された。

内田 それをそのまま伸ばすことをすれば

それは確かに気象とあとは距離の因子だと思

います,そ れが一番きくわけです。

熊野 てまあ,気象 もそうね,あの地域で

は変わらないとすれば,あと壁健の因子だけ
だとなりますね。

内田 そういう事ですね。

熊野 そうすると,そ の 5。 7レ ムというの

をね, 5ミ リレムとまでは行かないまでも

0.5レ ムまで下げるとすれ|ム 距離の因子,

距離はどれ位とらなければ,いけないのです

か。

内田 それは,た だっ数字だけの比較から

言えば 5レ ムが 5ミ リレムですか。

「熊野 本来 5ミ リレムであるべきてしよう

れ

内田 いやそうじゃない,ま た,本来 5ミ

リじゃない。

熊野 ですから, じゃ,あの―,は っきり

前提だけはっきりさせますと仮にその被曝線

量に関するね,被曝線量を定める件のO.5レ

ムという事でもいいと思うんですけどね。

内田 0.5レ ムとは違うんです。

熊野 いやっですから0.5レ ムに仮にする

とすれば,どの位の距離をとればいいのです

か .

内田 だから数字だけで5レ ムを0.5レ ム

とするとすれば 10分の 1に下げろという事

ですから,今あの 10倍 とか数 10倍の距離

ということになるですね,た だこれだけの計

算ぽな言え1亀

熊野 直線距離で 10倍ない し,数 10倍

とい う事ですね,面積だとその,ど うなんで

すか, πrの 2乗ですか。

内田 そうい う時には,た だ 2乗すればい

いわけです。

熊野 2乗ていい訳ですか。

内田 ハイ。

熊野 そうすると,数 10倍の 2乗 した面

積は必要だとい う事ですね。

内田 そういう事ですね。

熊野 そうすると,それをとらないという

のはねどうしてなんですか。

内田 いや,そ のとる必要がないというの

が立地審査指針でありまして,想定事故の考

え方なんです。

「熊野 それは結局ね,敷地をた くさんとれ

ば,そ れだけ用地をた くさん ,買収 しないと

いけないから,企業の方の もうけが下がると

い う,そ れだけの理由じゃないですか。

内田 いや,そ うい う理由はないと思いま

す。

熊野 それ じゃどうして, 0.5レ ムまで下

げるように前提 を立てないんですか。

内田 ですから,そ れは,日 本ばか りじゃ

な しに ,国 際的に考えられています想定事故

立地 を評価する時の想定事故の考え方であっ

てですね,日 本がむ しろ,一番,き び しい方

向です。想定事故の考え方と,平常運転時の

考え方とは全 く,次元が違 うわけ嘘♭から。

V

し
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熊野 25レ ムというのは大きな影響があ

るのですか,ないんですか。

内田 25レ ムというのは 1つのイマージ

ェンシードーズとまあ ,・ 緊急時のある短時間

の ドーズと考えた時には,25レ ム,放射線

の 25レ ムというのを影響 うけても,医療的

にそう大きな影響はないだろうというように

聞いておりますが詳しい事は放射線の専門家

から聞いて下さい。

熊野 証人は御存知ない。

内田 詳 しい事は知りません,専門じゃあ

りませんから。

「疑野 知 っている程度で言っていただけま

せんか。

内田 知っている程度は,今お話 ししまし

たように。

熊野 そう大きくないという。

内田 ハイ。

熊野 そういう漢然としたいい方しかでき

ないのですか。

内田 ハイ,そ うです。

熊野 結局,私たちの疑間はですね,証人

の言われる,そ ういうありそうもない事故だ

という事を,本当にそうなのかと,い うとこ

にあるんですね。今までのその工場とか機械

設備はね,災害というのは,電ちいぅ予想外

のところで事故が起っている点に問題がある

んじゃないです力、

内田 ですから,前 々回もお話ししました

ように,工場とか一般の産業,交通機関の安

全の考え方を更にカバーするものとして大き

なありそうもない事故を想定 して,それに対

して安全対策を立てているという。全 く違う

訳です。ですから一般に工場とか交通機関が,

常時,よ く新聞に出ておりますような大きな

事故とい うものはこれに対 しては瞭羊力発電

所は十分,それがないようにもします し,あ

っても何ら問題ないように している訳です。

想定事故とい うのは,そ れよりも更に上廻る

事を考えているわけです。

熊野 その辺のことがビンと来ないからお

聞 きするんですけども例えば 49年の 12月

18日 にですね,瀬戸内海の三菱石油の水島

精油所の石油がもれましたね,あれ,証人の

考え方から言えば,「ありそうもない事故なの
ですが,あ る事故なのですか。

内田 ですからあれは恐らく原子炉 の安全

の考え方から言えば,あ りうるありそうな事

故だと思います。

熊野 ありうる。

内田 ハイ (場内苦笑 )

熊野 そうすると三菱石油なりその監督官

庁が,対策をサボっておったという事ですね。

内田 いやそんな,ど こが対策をサポって

おるか知りませんけども,そ ういうような,

あ いゝった大きな事故に対 して対策を立てて

おけというような考え方に一般の産業工場は

なっていなかったんだろうというそこに問題

があるんだと思います。

「羅野 ですけど,予測はできたけれども,

対策をたてなかったという事ですね。証人の

範中ではね,あ りそうもある事故の方に入る

わけですね。

内田 ですから私の側とすれば例えばああ

いう事を石油タンクを作れば,当 然そこに,

防油堤というものを作っておくと,こ れを 1

つの最小限の対策だと思います。

熊野 そうするとまあ,三菱なり監督官庁

がそれをやらなかったという事ですね,分 っ

てながら。

-13-
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内田 それは分ってたか分ってなかったか

あちらの事であるから私には分りません。

「稚野 そこで不思議なのはね,結局その三

つの国の官庁の安全に対する考え方,意識と

い うのは,こ う,水準化 した,平準化 したも

のだと思うんですね。その原子力委員会だと

か,科学技術庁だけがとび抜けていいとは ,

ちよっと考えられないですれ

内田 それじゃお話 ししてよければですね。

熊野 何かそう原子力委員会とか科学技術

庁が他のそういう安全を審査するね,監督す

る官庁のレベルをはるかにこえて,いいとい

・う根拠あるんですか。

内田 ですから,そ れはあの原子力の利用

という時に,最初から一般の産業とか吐業で

今まで経験からといいますか情性からと言い

ますか,容認されておったような安全の考え

方じゃなしに,更にそれよりも数十倍あるい

は 2桁 も,3桁 も高い水準に安全を保とうと

いうことでやってきている訳ですから, もと

もと,今お話しのように,原子力関係の安全

のレベルと一般の産業なり交通機関の安全の

レベルとは断然,違います。

熊野 ですけど,そ れを判断 してるね。人

間というのは,大体,似たような人がやって

いるんじゃないですか。

「え田 いやそれは何とも言えませんね私に
は,判 りませんですね一。

熊野 例えばね,あ と一つて終 りますけど

も,証人の属 される東大工学部のですね ,都

市工学科の鈴木教授ですか,田子浦の排出基

準 を出されま したね,結 局それは根拠は後で

説明できないと,責任 を追及 されてやめられ

たてしよ,そ うい うふ うに後になって,駄 目

だという事になるん じゃないですか,今 25

レムでもいいだとかというような事をおっし

ゃっても。

内田 今随分,具体的にお話 しになった事

を私はよく存じません。

熊野 知らない,ハ ー,じ ゃ結構です終り

ます。

「
編 (原告代理人 )今 ,証人は 5ミ リレム

という事を盛んに強調しておられたと思いま

すが,こ の5ミ リレムに決まったというのは ,

いつの事ですか。

内田 ですから日本では原子力委員会が,

正 しいタイ トルを忘れましたけども,要する

に通称アラップの精神によります軽水型・・・

浦 いや,いつの事かと聞いておるのです。

内田 ですから,それは多分 ,昨年の月ま

ではっきり覚えておりませんが春だと思いま

す。

「蒲 昭和50年 5月 13日 です力、

内田 そうかもしれません。

浦 これは,5ミ リレムというのはどうい

う基準なのですか。

内田 ですから軽水型動力炉発電所からの

放出されます気体並びに液体の放射性物質の

影響として,5ミ リレムパア年までは lつの

日標として設計なり管理をしろという目標値

であります。

浦 これは法律か,何かになっとるんです

か。

内田 法律というものではないと思います

私は,この事について十分言える立場にはご

ざいません。

「∬ 法律 じゃな くて十分言える立場 じゃな

いとい うのはどうい う事ですか,あ なた分ら

んとい う事ですか。

内田 いや法にはなっていないと思います

し

し
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法的な基準とい うのは 500ミ リレム/年 ,

これが許容基準です。

浦 法的な基準としては 500ミ リレムパ

ア年,これ以外にない訳ですね。

内田 ありませんですね―。

浦 乙第 29号証,原子力白書のですね ,

42頁に,この 5ミ リレムについてですね ,

「り
8こ

の目標値が達成できない事をもって運転

停止,出力制限等の処置を必要とするような

安全上の支障があるものと解すべきではない〃

とそうい う記載になっとるんですな。 とい う

事は,5ミ リレムを超えて も運転停止する事

もな し出力制限することもない,陽れ も必要

ないとい ったい 5ミ リレムって何なんですか。

内田 5ミ リレムとい うのは,こ こに も書

いてありますが,文書 を読めば分るように,

アラップの努力目標値である訳です。 これが

直接 5ミ リレム/年とい うのは 1年間の平均

の 5ミ リレムですから,そ れが,た とえば 6

ミリレムにな ったからとい って安全上の支障

があると解すべきものではないと,こ うい う

事です。

「絡 だから運転は継続すると出力は制限す

る必要はないとなるんで しよう。

内田 それですから状況の判断によっては

運転の停止,あ るいは装置の改訂 を通 じまし

て,あ るいは出力制限をする訳です。

浦 だから5ミ リレムを超えたからとい っ

て直ちに出力制限とか運転停止は しないんだ

と。

内田 だから5ミ リレムを超えたからとい

って直ちに運転停止 しなければならないとい

う基準 とか制限値ではありません。

「 紹 ないわけですね,一体この 5ミ リレム

とい うのは努力目標値 とお っしゃるわけです

けれども,ど うい う事なんですか,ち ょっと

中味分らない。単に何か絵にかいた餅でね ,

壁 に貼 ってあるだけと,そ ういうものなので

しようか。

内田 そうい う事 じゃないですから今 も,

御説明 しようと思いま したら,発言を止めら

れましたけどもね,それが,そ うい う事が ,

アラップの精神なんです。

浦 アッ,そ うですか,そ うい う風に壁に

書いて目標値だけ貼 ってお くと。

内田 だから500ミ リレム/年とい うの

は 1つの制限値で日本でい うと許容値になっ

ているわけです。 それが法的な許容値なんで

すね ,ですけども,放射線の影響の問題から

その重要性から言いまして,な るべ くそれが

「ぞきるんなら低 く保ちなさいとい う努力目標

それが特に軽水動力炉 とい う経験の深い もの

に対 して適用 している事です。ですから 5ミ

リレムが 6ミ リレムになったからとい って ,

す ぐに運転停止 しな くてはならないとか,使

ってはならないとか,そ ういった基準ではあ

りません。

浦 だから例えば企業,会社なんかですが,

日標何百軒とかね,そ うい う風なあのコマー

シャルもあるようですけども単にそういうも

のなんですか。

内田 何のことかよく知りません。 その意

味がよく分 りません。

「陽 そぅですか,何百軒に増やそうとい う

ようなテレビでもコマーシャルにあるようで

すけど,そ んなもんですか。

内田 そういうもんと比較する問題 じゃあ

りません。

浦 いやいや恐ら くそうい う事なんでしょ,

それに達成できな くて もいいんだと,た だ ,

し
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できるだけ,それに近づけましよう。

内田 そういう問題ではありません。

浦 どういう問題なんですか。

岩淵 裁判長異議があります。その質問は

答えに くい質問だと思います。

(怒声,発言多数 )

浦 ハイ結構です。今の点結構です。時間

の関係 もありますから。ところであの我国で

はその全身に対して 5ミ リレムの外に,ヨ ー

素に対 しても15ミ リレムを決めたようです

ね。「どれは 50年の5月 13日 ですな。

内田 ハイ。

浦 本件処分時にはこういう基準はなかっ

たという事ですね。

内田 あ ,ゝヨ ー素についての基準は。

浦 いや違 う,全身についてもヨーソにつ

いても基準はなかったですね。

内田 いやだから基準は500ミ リレム/

年が基準です。

浦 そうですね,そ れだけしかないですね。

嘔ヒろでアメリカなんかでも,こ ういう基準
を作っていることは御存知ですね。

内田 ハイハイ,基準というよりは要する

にまあ指針ですね,日 標を作っている,た だ

日本とはレベルがだいぶ違います,日 本の方

がきびしいです。

(笑い )

浦 いやいやいや,そ ういう事を聞いてい

るんじゃないですよ。アメリカではですね,

これあの.全身,それからヨー素の他に別の

ものも考慮に入れるべきだという事になっと

るんじゃないですか。

内田 ハイ,な っとります。

浦 どういうものですか。

内田 詳 しい事は数値まで覚えておりませ

んが,唆象とかォ_ガン(器官)一般のオー
ガンについての考え方です。

浦 いや,そ うじゃなくて,あの一ヨー素

の他に徴粒子状放射性物質についての基準も

述べておるんじゃないですか,ヨ ー素 131

と微粒子状放射性物質についての基準,そ う

じゃないですか。

内田 私が知らないのか,よ くどれをおっ

しゃっているのかよく分りませんが,今すぐ

には思い出せません,ど の基準を言っていら

っ しゃるのか。

浦 放射性ヨー素とですね,微粒子状放射

性物質の咲気中への放出についてこれを 15

ミリレムという形で規制 しておるんじゃない

て しようか。

内田 その事に対 してならば微粒子性の放

射性物質の放出につきましては,科学技術庁

の告示に書いてあります。

浦 告示にどういう事書いてますか。

内田 告示に許容の濃度が書いてあります

それはあの原子炉の場合にはサイ トパウンダ

リー,敷地境界,周辺監視区域外について ,

その告示の表が,■慢公衆ですから10分の

1に して,適用される訳です。

浦 いや,何 レムになっています。

内田 ですから,それは,500ミ リ/年

を基に した告示の表になります。

浦 いやだからその 10分の 1なんですか。

内田 いやその告示の表は作業,確か従事

者に対 しての表ですから,それを 10分の 1

に して,それがあの発電所に対しましては敷

地,要するに周辺監視区域外についての基準

であるところ私は理解しております。

浦 徴粒子状放射性物質にどういうものが

入るんです力、

し
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「高i田 その表に一般に書いてあります。
浦 例えば GD6 0と か。

内田 ええ Coと か Srと かいろいろあ り

ます。

浦 Sr 9oと かね,Cs 137や なんか。

我国では科学技術庁がまあ御自慢のようです

けど50年の 5月 13日 にお作 りになった基

準では,そ うい う放射性,徴粒子性放射物質

についての基準はないわけですね。

内田 ですからそれは

浦 ないんですね,確認 しとんです。

内田 説明を要 しますよね ,そ れには,あ

るとか,な いとか。

浦 だからそういうあとで聞きますからね ,

ないですね。

「ぷ田 アラップの精神によります努力目標

を考えるときには,気体状の 5ミ リレムと,

それからヨー素に対する,甲状腺 15ミ リレ

ムを決めれば妥当であるとその時原子力委員

会が判断 したと私は判断します。ですから,

そこにはありません。

浦 だから,ないですね,ど うして,ない

んですか。

内田 ですから今,申 し上げた通りです。

浦 妥当だと思ったから。

内田 だと私は思っとります。「そすから今

後更に研究なり調査が進んでですね,必要が

あれば恐らく出るでしよう。

浦 そういう微粒子性,放射性物質につい

ての基準というのも,当然人体に対する影響

を考えれば。

内田 だけど現在,事実上ほとんど問題に

なるような量はでておりませんから,現在 ,

原子力発電所持っています問題はやはりKr

85で あリヨー素でありとりあえずそれを決

めたものが指針ですね今回の。

浦 ちよっと待 って下さい。だけどアメリ

カでは,軽水炉型の動力炉についてですね,

噺 ざわざ基準をもうけておる訳です,支障あ

るからもうけておるんでしよ。

内田 それはアメリカに聞いていただかな

いと分らないです,私には分らないです。

浦 ハイハイ,と ころで本件の設置許可に

際 してですね,平常時の技曝評価が 0.6ミ リ

レムですか年間とそういう計算をしておられ

るようですね。この被曝評価についてお尋ね

するわけですけども,この時に本件の許可処

分の際にですね,審査委員会の方でヨー素に

ついては計算はされたのでしようか。

内田 その時は,あの一まだ 5月 13日 の

昨年のビ年力委員会の指示がある前ですから,

まあはっきりは記憶にありませんが,ヨ ー素

については計算は してないと思います。ただ

食物連鎖については一応やっておりますから

その中に広い意味では入っております。

浦 何ですって,広い意味では入っている

というのですか。

内田 食物,あの魚とか食物の連鎖を考え

た計算はしております。報告書にもでており

ますので,そ の中に入っているかと思います

が。

浦 ヨー素についてやっておるのですか。

内田 よく知りません。ただヨー素だけと

り上げてげ:ミ リレムのようなものに対して
比較 しているかどうか私存じません。

浦 乙第 5号証の審査報告書にもそういう

記載は全くないわけですがね,平常時の被曝 ,

ヨ‐素についての被曝評価をしたというよう

な記載はない,と いう事は,や っておらない

という事なのですね。

し
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内田 やっておらないと思います。

浦 ハイ,それから,この平常時の気体排

気物による被曝評価,年間 0.6ミ リレムとい

う評価されたようですが,これはその排気筒

からでる放射能,空気中での鳴bを計算式に

よって算出したものなのですね,推定 したも

のですね。

内田 そうです。

浦 この時は,あの拡散実験とかそういう

事はしていない訳ですね。

内田 拡散実験といいますと直接,放射能

による拡散実験かどうかということですか。

浦 いや,放射能 じゃなくても拡散実験い

くつか拡散実験する方法があるでしよう。

内田 ありますが,現地で直接,御質問の

ような拡散実験はやってないと思います。

「編 どぅしてしなかったのですか。
内田 拡散実験をする迄の必要性がなかっ

たと部会が判断 したと思っております。十分

の気象の拡散の解析の式がありますからそれ

を使っていますし,そ れに入れます現地のデ

ーターについては十分信頼性のあるデーター

が使えますから。

浦 現地のデーターというのは,気象デー

ターのことですか。

内田 そういう事です。

浦 気象データーは特定の地点のまあ何ケ

月か, 1年か何か知りませんが,そ のデータ

ーだけですね。

「だ田 それと,大気安定のデーターという

のがありますから。

浦 しかし排気筒から出た放射能がどうい

う形でどの辺まで行 くかというのは実験がな

ければ分らないのじゃないですか。

内田 それはですから,そ の他に今迄十分

拡散実験,要するにあの一っ気象手引に書い

てあります拡散式を使ってよろしいという,

基の実験が各地でありますし,各国でもある

訳ですから,それについて,現地のデーター

を入れることによって,叫 あぁとは実際に発

電所ができてから,それをチエックすること

は十分出来ます。

浦 え,実際,発電所ができてから,放射

能をとばしてみるというのですか。

内田 スタックから出た放射能というもの

は記録がありますから,そ れと敷地パタンダ

リーにおきます。敷地境界線におきます放射

能の濃度等を測定することによって,拡散式

が妥当である,あ るいはどの程度余裕がある

かとぃダ苅缶はっきます。

浦 ちよっと待って下さい。あの,そ うす

ると,出来た後にやればいいということで,

できる前にする必要はないということですか。

内田 ですから出来る前には,充分それの

解析式を使ってよいというパックデータがあ

りますから使ってるわけですから。

浦 乙第 15号証ですね,気象の手引を示

します。 6頁の表にですね.局地性の調査と

して発煙実験というのがあがっておりますね。

内田 はし、

喘
0で

それに,C)と して,備考欄を見ます

と,拡散実験をすることが望ましいと,そ う

書いてありますね。どうしてあの,本件の場

合は,や っばり気象のデータとか,それだけ

で足りると判断されたということですか。

内田 ですから,気象の手弓|に書いてあり

ます。まだ,こ の当時は気象手引がまだ一つ

の有力な指針でして。

浦 そうですね。

内田 これを使う時に,解析の式を使 うの

ν

し
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「

に妥当でないような特殊な地形の場所がある

わけですね,そ ういうところでは鳴私 を飛ば

すとか,発煙実験 をやってるんですけれど,

その部会の立地関係の専門家の判断に。

浦 判断であって,あ なたはわからんとい

うことですか。

内田 私には現在わか りません。

浦 わからない。

内田 はい。

浦 どなたですかな,こ の関係の判断をさ

れたのは。

内田 無言。

(ヤ ジ )

岩淵 それにつきましてはですね ,証人を

別途用意 してお ります。

浦 いや,だからどなたか,名前聞いとる

んです。

内田 報告書の終 りに書いてあ ります。

浦 あ,そ うですか。 どなたですか ,ご存

知ない。

内田 審査報告書,持 ってるで しよ。

浦 いや ,わからなきゃいいです よ。発煙

実験 をしなかったのは,金がかかる,あ るい

は現地の方に直接 目に見える形でやるのは望

ましくない。そういうことは環後ではなかっ
たですか。

内田 いや,そ うい う原因とは思いません。

但 し,発煙実験 をやってないとは,私,は っ

きりとは申 し上げられないです。発煙実験 と

風船を飛ばすような拡散実験 をやる場合があ

りますが,そ れが伊方の場合に, したかどう

かを今,は っきり覚えておりません。

浦 いやいや,先程 してないとお っしゃっ

た。

内田 だから, してないだろうと,今,思

っておりますけどね。

浦 そうしゃないで しよう。

内田 ま,詳 しいことは専門家にきいて下

さい。ですけども,そ の,電をか ったとぃ ぅ

判断 をした時には,こ れが気象の手引の適用

について,そ れが妥当であるとい う判断であ

って,今あなたが御質問のような原因ではあ

りません。そこだけ,は っきりしておきます。

浦 どうしてわからないんですか。あの ,

それはね,被告側の準備書面ではやってない

とい うことは認めておられるんです。

内田 あ,そ うですか。

浦 何故 ,や らなか ったかについては,あ

なたはわからないとい うふうに。

内田 いや,ですから,気象手引の適用に

ついて,そ れが必要でないと,部会の専門家

が判断 したからです。

「紹 だから,何故そう判断したかったのは,

わからないんですか。

内田 だから気象手引を使って,解析をす

るのには,0気 象のデータですね,あの ,

とか,風速,風向の頻度,それから安定度の

データがあれば,それて充分であると,そ こ

で,拡張実験まであるいは風船を飛ばすよう

なことまでは,こ の伊方の立地裁定に対 して

は必要ないだろうと,そ ういう判断 したから

だと思います。

浦 いや,だから,それについてあなたは

直接関与しなかったから縣Ъヽらないとおっし

ゃったんじゃないですか。

内田 ですから,今 ,判断した原因はそう

だと言ってるわけですよ。

浦 だけども,気象手引についてはそのよ

うに,拡散実験するのが望ましいと書いてあ

る。
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内田 ですから,特定な場所については望

ま しいわけですねbこの拡散式を直接使 って

妥当かどうかという時に際 しましては,そ う

いうところでは発煙実験とか,拡散実験をし

なさいということであって,常に拡散実験を

しなきゃいけないということではないんです

よ。

(場内 激 しいヤジ )

「掃 極地性の調査ということですね。敷地

と人口地域との間の流れというふうな表題で

極地性の調査にはこういうのはやりなさいよ

と,こ ういうのをやるのが望ましいですよと,

書いてあるわけでしよ,これは。

内田 え ,ゝやるのが望ましいと思います

ね。

浦 少 くとも拡散実験するのは望ましいて

しようね。

内田 し`やっですからこの気象の手引を直

接。

浦 いや,そ ういう意味でしようね。

内田 いや,そ うじゃないです。必ずしも

必要とは思わないですね。それだけの (ヤジ)

一―解析の手法がその中に入ってるわけです。

それて一回の拡散実験やったからといってで

すね,それが,結果を直接使うことよりも,

この気象手引によって一年間なり,あるいは

長い年間の気象のデータを吠hて解析した方

が,よ り妥当であるというふうに思いますか

ら,そ ういう判断下せれば,別に拡散実験や

る必要ないです。

浦 それじゃ,現地,実際の実験 よりも,

計算の方が信頼できるというんですか。

内田 いや,実験をねっ拡散実験を一回や

二回やったからといってですね,そ の解析の

信頼性がですね,あがるものじゃないんです

よ。

浦 どうしてですか。

(場 内 騒 然 )

内田 そりゃ,そ うです。

浦 科学的な,原理的な問題としてですね

計算の方が実験よりも。

内田 そうじゃないです。

浦 信頼性があるというんです力、

内田 この解析の中にはですね,非常に多

くの敷地について,あ るいは各国なり,日 本

も場謁含めまして実験をした,そのデータが
パ ックにあるわけですよ。

浦 いやっだけども現地の。

内田 ですから,現地の状況からす ぐやっ

て,そ こで拡散の,例えば係数が出たからと

い ってですね,こ れを使わない拡散係数を使

ったって意味ないんですよ。

浦 そうですか。 .

内田 そうです。これを特定な敷地につい

てですね,例えば山が,発電所の前にす ぐ,

こう,山があるとか,家があるとかですね ,

そうい うような拡散を妨げるとかい うような

ものがあった時にこれを修正する手法 として

は必要かと思います。ですから基本的には ,

これが妥当なんですよ。

浦「だなたはね,伊方発電所の現地へ行か

れたことがありますか。

内田 あの,建設する前には行 きま した。

浦 原子炉 のす ぐ後ろ,山 ですね。

内田 現在それがどうな ってるか知 りませ

ん。

一 (ヤ ジ )一―

浦 何言ってるんですか,山で しよ。

内田 いや,ですから。

浦 そうすると,や っばリパスキルの式と

し

し

-20-



か拡散式だけじゃあ駄日で,拡散実験とかや  全て専門家ではないと思いますが,大体の重

ってみる場合じゃないんでしようか。     要な報告なんかについては,外国のもの,日

内田 いや,山 と言ってもですね,ですか  本のものを問わず,日 を通しておられるのが

ら,伊方の敷地に対しましては,す でに審査  普通 じゃないてしようか。

の時点ではまいりましたけれども,建設が始   内田 目を通さなきゃならないものは沢山

ま ってから私はまだ残念ながら行っておりま  ありますが,全部読む機会 もありませんし,

せん。ですけれども,例 えばこの気象の手引  専門に近い,非常に深い専門のものは,専門

を修L                  家の意見を暁雰参照することで,充分足りま

浦 はいはい,結構です。         すからそれは読んでおりません。

(場内より追求の声 )           浦 これはその,低 レベルの放射線に関し

L     裁判長 傍碑席から言わないようにね。あ  て非常に重要なことを発言 しておるんですが

んまりいうと。            ね。

傍聴席 一生懸命ですけんな,裁判長さん 。  内田 ああそうです力、

裁判長 それはもう,前からわかっとるん   浦 そういうことは,お口きになったです

だけどね。                  か。

傍聴席 被告にそないうてやんないや。    内田 はい。

裁判長 やっばり,審議の妨げになるから   浦 えっ。

ね ,こ れだけ注意 しときますよ。あんまり騒   内田 はい,ですからそういうものがある

ぐと困るから,静かにきいて下さい。     ということは聞いとりますけれども,内容は

「掃
°

あなたは,米国科学アカデミー放射線  よく知 りません。

の生物学的効果に関する諮問委員会というと   浦 内容,御存知ない。

ころが出した,低 レベル電離放射線被曝の集   内田 ですから,放射能専門家がここにみ

団に関する,いや,集団に対する影響という  えますから,そ の時に聞いて頂きたいと思い

報告を御覧になったことありますか。     ます。

(- 6E bDt't/vo 浦 中身については何か,話 きかれたこと

浦 ないですか。 BEIR,ベ イール報告  あ りますか。

とい うふ うに略称 されているんですけれども   内田 ありません。

御覧になったことありませんか。        浦 中身について,聞 いたことない。 そう

内田 あ りません。 そうい う報告があると  い うことで,本件審査をされたというわけて

い うことは聞いたことがあ りますけれど,専  すね。

門でもありませんので,読んでおりません。  「バL ですから,私一人が何もかもやって
「掃

1報
告がいつ頃出たかも御存知ないです  るわけではありませんから。

か。                     浦 報告書を会長として主宰されたわけで

内田 知りません。            すな。結構です。固体廃棄物ていうのは, ド

浦 あの,会長しておられて,大体,そ ら  ラム罐につめて固体廃棄物貯蔵所に貯蔵保管
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するんですか。

内田 はい。現在そうしております。

浦 この最後処分の方法については,何か

今,決まった方法はあるんですか。

内田 ですから,原子炉専門審査会として

は 。

浦 いや,今あるんかと聞いてるんですね。

内田 今,恐 らくないと思います。日本 で

は決まってないと思います。

浦 決まってない,外国ではどうですか。

「 撼L え―,外国では海洋投棄してるとこ

ろもありますし,ま た敷地の中に地中埋没 し

てるところもありますし,日 本のように保管

してるところもあります。

浦 決まった最終処分の方法は現在のとこ

ろ見あたっていないということになりますか。

これが一番いいっていうふうなやつは。

内田 そりゃ,日 本としてってことですか。

浦 うん,日 本としては。

内田 日本としては恐らく今は,検討の最

中だろうと思います。私,直接関与しており

ません。

浦 まあ,原子炉が動き出せば,沢山の廃

棄物が鴨てくると思うんですがね,それはず
っと貯蔵 していくってことになるんですね。

内田 いや,現在は保管廃棄ですから最終

処分はまだ発電所ではやっておりません。日

本の発電所の場合ですね。ですからいずれは

最終処分として何らかの形で行なわれると思

います。

浦 いずれは,と いうことですか,今のと

ころはそうするとまさしく, トイレなしのマ

ンションということになるわけですな。

内田 いや,そ ういう表現はどうか知りま

せんけど,就こょく知らないです,最終処分

について,ま だ決まっていると聞いてお りま

せんので。

浦 ところでね,あ の,本件の許可申請書

には最終処分の方法について記載があったん

じゃないです力、

内田 そりゃ最終処分をする場合には,監

督官庁の許可,ない し,その指図を受けるっ

てい うような書き方であると思いますが,そ

うい うことになっています。

浦 いや,そ うじゃなくて,許可申請書に

はね,具体的な最終処分の方法を記載しとっ

たんじゃないですか。

内田 いや,そ れはよく存知ません力ヽ

浦 海洋投棄を行なうってふうなことが,

内田 いや,は っきりは言ってないと思い

ますが。

「掃
7許

可申請書には書いてあるんですがね。
岩淵 え―と,示 していただけますか。

浦 私,な いんですが,持 ってきてもらえ

ますか。その辺,証人は御存知ないですか。

内田 申請書に海洋投楽するとはっきりい

っているとは思いません。

(傍聴席――住民に配ったバンフレットを

教てみろや,大きな船に積んで持 ってきよっ

と,書いて )

裁判長 発言しないように,う るさいです

よ,さ っきから。

内田 報告書では違 うってぃぅんですけど

申請書には書いてある。

浦 申請書はですね,正確に言いますとね

16頁 ハ (l)の aですね,そ れの,な お以下 ,

海洋投棄を行なう場合には,投棄海域及び方

法などについて,監督官庁の承認を得ると,

ここでは海洋投棄を行なうことを前提にして

るようです。

し

し
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内田 いや,ですからこれなら結構だと思

います。
「
選偉投棄を行なう場合には,投棄海

域及び方法などについて,関係官庁の承認を

得る。海洋投棄を行なうということを,今か

ら言 ってるわけじゃありませんし,そ れを審

査会が認めたわけではございません。

浦 あ―,そ ういうことですか。少 くとも

四国電力としては,海洋投棄することが前提

になっとる,その件についてはお聞きになり

ましたか。

内田 ですからそういう前提ではないとい

うことを,こ こに言ってられますし,審査報

告書では曙∵いぅ前提ではないということを

認めているわけです。最終処分については,

関係監督官庁の指示を受けるというような形

で報告書,書いてあると思いますけれども。

それ,ち よっと審査報告書のそこを読んで頂

けるとわかります。別に海洋投棄を認めてる

とか,前提としてることにはなっておりませ

ん。まだそれは決まっておりませんから。

浦 ま,あの審査報告書には最終的に処分

する場合には,監督官庁の承認を受けること

としております。

内田 そういうことです。

浦 そうなってますね。

「閃占 はぃ。ですから,海洋投棄を別に今

認めたとかいうことではありません。

浦 勿論,あの,審査会が認めたかどうか

は別に してですね。少 くとも四国電力の方は

こういう記載からみると,海洋投棄ってこと

が前提になってるってことはないてしようか。

内田 いや,そ れは四国電力に聞いていた

だきたいと思いますけれど,私達は四国電力

から,別に海洋投棄を行なうことを前提とし

てるとは聞いておりません。

浦 聞いていない。その辺については審査さ

れたんですか。

内田 はい。ですから審査報告書に書いて

あるとおりであります。

「蒲
1は

ぃ。ゎかりました。審査はされたん

ですな。

内田 そりゃ,審査の報告書に書いてある

ように審査 してますから。

(1頁から続 く )

この公判で明らかになったことは,原子炉

の安全性 については,い まだ充分な実験 もな

されていないことである。

たとえば,原子炉の一次冷却材喪失事故が

起こった場合の実験においても,実際の原子

炉のし60の 出力の小型原子炉 を作り,さ らに,

それの 1/33の モデルを作って,その内部を実

際の原子炉 と同じ温度にした実験をおこなっ

ている段階である。世界的にも小規模の模擬

実験の段階である。これらの模擬実験におい

てすら,現在の緊急炉心冷却装置が不適当な

ものであると,警告が発せられている。

さらに重要なことは,事故時の原子炉内部

における熱の伝わり方などを推定 し,実験の

代用となっているといわれている計算式も,

まだ完成されていないことである。現在では,

原子炉内部の現象を,計算し易いように簡単

なモデルで置きかえているため,実際の原子

炉内部の状態をつかんでいるわけではない。

このような段階で,安全基準が守られている

と言っても,お よそ見当はずれのものである。

実験が充分おこなわれていないし,ま た ,

理論計算も確立されていない現状においては ,

事故が起こるのはあたりまえであり,現在も

ひんばんに発生 している。恐ろしいことは,
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小規模の,修理できる事故だけでなく,現在

では考えられないとされている大事故が起こ

る可能性のあることである。

公判で原告側証人が明らかにしたことであ

るが,原子炉の圧力容器の材料が,あ る一定

の温度以下で急に弱 くなり,折れることがあ

る。材料が脆 くなるこの温度 (遷移温度 )が ,

常温よりも33度以上低 くなるようにしてあ

るから大丈夫と,国側は主張している。 しか

し,原子炉を稼働させているうちに,この遷

移温度がだんだん高くなり,遂には常温,あ

るいはそれ以上の温度に もなり得る,と のこ

とである。

このことは,原子炉が運転をとめて常温に

近い状態の時に何かの力がかかったり,ある

いは,事故時に冷却水が送 り込まれて圧力容

器が急冷されたりした時に,絶対大文夫とい

われている圧力容器に,ヒ ビが入ったり,破

壊 してしまうこともあるということである。

原発の裁判に初めて参加 して,電力会社や

国の,安全について考えていることが直接わ

かり,さ らに,原発の危険なことを多くの人

に々訴えていかねばならないことを痛感 した。

宿舎で,地元で反対運動を続けている住民

と交流をおこない,大阪軍縮協として,毎回

の公判に代表者を送ることを約束 し,同時に,

地元での運動強化を訴えた。

公判 2日 目には,都合で,松山を去り,四

国電力が伊方の次に原発建設を予定 している,

徳島県の阿南市を訪れた。そこでも,地域住

民の人たちと話 しあったが,そ の人たぢも,

「どれだけ多額の補償金をもらっても,生れ

育 った土地と海を破壊することにかえられな

い」と語っていたことを,報告 しておこう。

(大阪軍縮協 安永 昇 )

″
燃料

″
依 然 と して足 ぶ み

「 8月 8日 に搬入」との情報が入り緊迫し

ましたが,山 口県の仲間たちの機敏な対応で,

山口県当局も「デマだ。抜き打ちはしない」

と弁解Lら ちのあかない徳山市を避けて,お

隣 りの下松市から,と の情報もあり,早速 ,

下松市でも15団 体で,阻止共斗を結成。伊

方でも,労組などとの共斗体制が進んでいま

す。各地の皆さんも,可能な共斗の体制を′

計 報 告 ('76.7/11～ 8/11)
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ニユース代金  ,
為替手数料

郵送料

第 15回公判援助費

([::
会場費

コピー代

資料費

事務用品費

借入金返済
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計    753,216
繰越金        -3!6,756

(借 入 金 )

最終弁論に備えた作業も始まり,出費もか

さみました。秋から,い よいよ追撃戦です。

さらなるご支援を。 (事務局 )
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